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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む、直径１０～１００ｎｍの細孔を有する、非水溶性ポリマーからなる
厚さ１０～１０００ｎｍのハニカム状多孔質体の製造方法。
　１）５０ｄｙｎ／ｃｍ以下の表面張力γＬを有する水不和合性有機溶媒に非水溶性ポリ
マーを溶解して、非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液を調製する工程；
　２）工程１）で調製された前記非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液を基板の表
面に塗布する工程、
　ここで、前記基板の表面張力γＳは、前記水不和合性有機溶媒の表面張力γＬならびに
前記基板と前記水不和合性有機溶媒との間の表面張力γＳＬに対して、γＳ－γＳＬ＜γ
Ｌの関係を満たし、
　前記非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液の液膜厚は、１～５０μｍである；
　３）工程２）で前記基板上に塗布された前記非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶
液に相対湿度３０％以上の空気を接触させて、前記水不和合性有機溶媒を蒸発させる工程
、
　ここで、前記水不和合性有機溶媒の蒸発速度は、前記非水溶性ポリマーの水不和合性有
機溶媒溶液の前記基板表面への塗布時の液膜厚が１秒以内に１／５にまで減少する速度で
ある。
【請求項２】
　工程２）は、
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　前記基板を一軸方向に移動させながら、前記非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶
液を前記基板の表面に塗布する工程と、
　前記非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液を塗布された基板を、前記基板との間
隙が１～５０μｍとなるように設置された金属板の下側をくぐらせる工程と、
　を含む、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記基板は、ガラス板もしくは金属板である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　工程３）は、前記基板の表面に塗布された前記非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒
溶液を、相対湿度３０％以上の湿度を有する流速１０～１００Ｌ／分の気流に接触させる
工程である、請求項１に記載の製造方法。
【請求項５】
　前記水不和合性有機溶媒は、フッ化炭素溶媒である、請求項１に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　微細な周期構造を持つ薄膜は、様々な分野において有用な材料である。電子材料の分野
では、電界トランジスタのチャネルの微細化が求められており、実際に１００ｎｍ以下の
作製プロセスが実用化されている（ゲルジンゲら、ＩＥＥＥスペクトラム（ＩＥＥＥ　Ｓ
ｐｅｃｔｒｕｍ）１９８９年、第８９巻、第４３頁）。光学材料の分野では、回折格子や
フォトニック結晶などが、次世代の光機能素子として注目されている（ノダら、ネイチャ
ー（Ｎａｔｕｒｅ）、２０００年、第４０７巻、第６０８頁）。また光の波長以下の周期
構造は可視光領域で透明であり、光の散乱などを防止する効果が期待できる。また、近年
再生医療分野においても、表面の微細構造が培養細胞に影響を与えるなどの報告がなされ
ている（チェンら、サイエンス（Ｓｃｉｅｎｃｅ）、１９９７年、第２７６巻、１４２５
頁）。
【背景技術】
【０００２】
　従来、サブミクロンサイズのハニカム状構造体を作製する技術としては、フォトリソグ
ラフィーやソフトリソグラフィー（ホワイトサイドら、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．
Ｅｄ．，１９９８年、第３７巻、第５５０－５７５頁）などが知られている。このように
物質を細かく切断することにより作製する微細化プロセスは、トップダウン型の作製プロ
セスと呼ばれる。一般的に、トップダウン型の作製プロセスは分子間の結合を切断するこ
とに基づいているため、本質的に高エネルギーが必要である。そのため、これらの方法は
多段階で高コストのプロセスであり、また回折限界などの問題から、単純な周期構造を作
製する方法としては解決すべき問題が多い。
【０００３】
　これに対して、材料を分子レベルから積み上げることで微細周期構造を作製する試みが
なされている。例えば、１０ｎｍスケールの微細構造作製プロセスとして、ブロックコポ
リマーの相分離が知られている（アルブレヒトら、マクロモレキュール（Ｍａｃｒｏｍｏ
ｌｅｃｕｌｅｓ）、２００２年、第３５巻、第８１０６－８１１０頁）。また、フランソ
ワら（Ｎａｔｕｒｅ、１９９４年、第３６９巻、第３８７頁）はポリスチレン－ポリパラ
フェニレン（ＰＳ－ＰＰＰ）ブロックコポリマーからなる規則的な形態を有する構造体の
調製を報告している。相溶性の異なる高分子の末端を共有結合でつなげたブロックコポリ
マーは、相溶性と各セグメントの長さによって、相分離構造の周期を可変できる。しかし
ながらこの方法も複雑な有機合成プロセスが必要であり、合成できるブロックコポリマー
も限られている。
【０００４】
　さらに、サブミクロンのコロイド微粒子を集積することで、２次元、３次元の周期構造
が作製する方法（グら、ラングミュア（Ｌａｎｇｍｕｉｒ）、第１７巻）、これを鋳型に
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することでインバースドオパール構造を作製する方法（カルソら、ラングミュア（Ｌａｎ
ｇｍｕｉｒ）、１９９９年、第１５巻、第８２７６－８２８１頁）が報告されているが、
いずれも、単一粒径の微粒子を調製しなくてはならず、また、型を取った後に鋳型を分解
しなくてはならないなど、様々なプロセス上の問題がある。
【０００５】
　これらの方法とは異なる原理に基づくものとして、水滴を鋳型として簡便にハニカム状
多孔質体を作製する方法が報告されている（特開平８－３１１２３１）。具体的には、高
分子の非水性有機溶媒溶液表面上に水滴を結露させ、該水滴を鋳型としてハニカム状の多
孔質体を調製するものである。また、特開２００１－１５７５７４にはポリＬ－乳酸のク
ロロホルム溶液をガラス基板にキャストしたのち、徐々に溶媒を飛ばすことでハニカム状
多孔質体を製造する方法が開示されている。ここでハニカム状多孔質体とは、高分子（ポ
リマー）からなる薄膜構造体であって、膜の垂直方向に向けられた微小な孔あるいは窪み
が構造体の平面方向に蜂の巣状に設けられているものを意味する。本発明におけるハニカ
ム状多孔質体も同じである。
【０００６】
【特許文献１】特開平８－３１１２３１
【特許文献２】特開２００１－１５７５７４
【非特許文献１】ゲルジンゲら、ＩＥＥＥスペクトラム（ＩＥＥＥ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ）
１９８９年、第８９巻、第４３頁
【非特許文献２】ノダら、ネイチャー（Ｎａｔｕｒｅ）、２０００年、第４０７巻、第６
０８頁
【非特許文献３】チェンら、サイエンス（Ｓｃｉｅｎｃｅ）、１９９７年、第２７６巻、
１４２５頁
【非特許文献４】ホワイトサイドら、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．，１９９８
年、第３７巻、第５５０－５７５頁
【非特許文献５】アルブレヒトら、マクロモレキュール（Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ
）、２００２年、第３５巻、第８１０６－８１１０頁
【非特許文献６】フランソワら、Ｎａｔｕｒｅ、１９９４年、第３６９巻、第３８７頁
【非特許文献７】グら、ラングミュア（Ｌａｎｇｍｕｉｒ）、第１７巻
【非特許文献８】カルソら、ラングミュア（Ｌａｎｇｍｕｉｒ）、１９９９年、第１５巻
、第８２７６－８２８１頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、この水滴を鋳型とする方法では、０．２μｍ以下のサイズの孔径を有するハニ
カム状多孔質体は製造できないと報告されている。本発明の目的は、水滴を鋳型とする方
法において、２００ｎｍ以下の周期を持つハニカム状多孔質体とその製造法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、水滴を鋳型とするハニカム状多孔質体の作製方法において、溶媒の蒸発
時間を制御すること、具体的にはより短時間で溶媒を蒸発させることで、多孔質体の孔径
を１０～２００ｎｍというレベルで制御できることを見出し、下記の本発明を完成した。
【０００９】
　本発明の方法は、水滴を鋳型とする従来のハニカム状多孔質体の製造法において、基板
に塗布された非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液から溶媒を蒸発させる時間を制
御することで、鋳型となる水滴のサイズを調節し、孔径を２００ｎｍ以下に制御するもの
である。
【００１０】
　具体的には、本発明は以下のａ）～ｅ）に関する。
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【００１１】
ａ）以下の工程を含む、直径１０～２００ｎｍの細孔を有する、非水溶性ポリマーからな
る厚さ１０～１０００ｎｍのハニカム状多孔質体の製造方法。
【００１２】
　１）５０ｄｙｎ／ｃｍ以下の表面張力γＬを有する水不和合性有機溶媒に非水溶性ポリ
マーを溶解して、非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液を調製する工程；
　２）工程１）で調製された前記非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液を基板の表
面に塗布する工程、ここで、前記基板の表面張力γＳは、前記水不和合性有機溶媒の表面
張力γＬならびに前記基板と前記水不和合性有機溶媒との間の表面張力γＳＬに対して、
γＳ－γＳＬ＜γＬの関係を満たし、前記非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液の
液膜厚は、１～５０μｍである；
　３）工程２）で前記基板上に塗布された前記非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶
液に相対湿度３０％以上の空気を接触させて、前記水不和合性有機溶媒を蒸発させる工程
、ここで、前記水不和合性有機溶媒の蒸発速度は、前記非水溶性ポリマーの水不和合性有
機溶媒溶液の前記基板表面への塗布時の液膜厚が１秒以内に１／５にまで減少する速度で
ある。
【００１３】
ｂ）工程２）において基板に塗布される非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液の液
膜厚が１μｍ～１００μｍである、ａ）に記載の製造方法。
【００１４】
ｃ）工程２）が基板を一軸方向に移動させながら非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒
溶液を基板の表面に塗布することにより行われる、ａ）に記載の製造方法。
【００１５】
ｄ）基板がガラス板もしくは金属板である、ａ）に記載の方法。
【００１６】
ｅ）工程３）が基板の表面に塗布された非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液ポリ
マー溶液を相対湿度３０％以上の湿度を有する流速１０～１００Ｌ／分の気流に接触させ
る工程である、ａ）に記載の製造方法。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は本発明のハニカム状多孔質体（孔径１００ｎｍ）の拡大図である。
【図２】図２は本発明のハニカム状多孔質体の一部（孔径２０ｎｍ）の拡大図である。
【図３】図３は本発明のハニカム状多孔質体を連続的に製造する装置を示す。
【図４】図４は本発明のハニカム状多孔質体の拡大図である。
【図５】図５は本発明のハニカム状多孔質体（孔径１５０ｎｍ）の拡大図である。
【図６】図６は本発明のハニカム状多孔質体（孔径２００ｎｍ）の拡大図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の好適な態様としては、ガラス製または金属製の基板の表面に非水溶性ポリマー
の水不和合性有機溶媒溶液を塗布して液膜を調製し、この液膜に相対湿度３０％以上の湿
度を有する空気を流速１０～１００Ｌ／分の範囲で接触させることにより水不和合性有機
溶媒を急速に蒸発させ、水滴の成長を２００ｎｍ以下とすることによりハニカム状多孔質
体の孔の径を２００ｎｍ以下に制御するものである。
【００１９】
　本発明の製造方法を構成する工程１）は、５０ｄｙｎ／ｃｍ以下の表面張力γＬを有す
る水不和合性有機溶媒に非水溶性ポリマーを溶解して非水溶性ポリマーの水不和合性有機
溶媒溶液を調製する工程である。
【００２０】
　本発明で利用することのできる水不和合性有機溶媒としては、５０ｄｙｎ／ｃｍ以下の
表面張力を有し、かつ該溶液表面に結露した水滴を保持し得る程度の水不和合性と、大気
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圧下の沸点が０～１５０℃、好ましくは１０～５０℃であれば、何れも利用可能である。
具体的には、四塩化炭素、ジクロロメタン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素、ベン
ゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル
類、メチルイソブチルケトン等の非水溶性のケトン類、二硫化炭素などを挙げることがで
きる。
【００２１】
　これらの中から、具体的に使用する非水溶性ポリマーに対する溶解性を考慮して、適宜
選択して使用することができる。
【００２２】
　また、フッ素化アルキルを側鎖に持つポリアクリレートやメタクリレートの側鎖の水素
をフッ素に置換したフッ素系ポリマーを用いてハニカム状多孔質体を製造する際には、フ
ッ素系の有機溶媒（ＡＫ－２２５等）の使用も良好な結果を与える。
【００２３】
　本発明で使用する非水溶性ポリマーは、水に不溶性でかつ上記の水不和合性有機溶媒に
可溶な、あるいは適当な界面活性剤の存在下で水不和合性有機溶媒に溶解し得るポリマー
であれば特別の制限はなく、製造されるハニカム状多孔質体に期待される機能、特性を与
え得る非水溶性ポリマーを適宜選択して使用することができる。
【００２４】
　例えば、ポリ乳酸やポリヒドロキシ酪酸のような生分解性ポリマー、脂肪族ポリカーボ
ネート、両親媒性ポリマー、光機能性ポリマー、電子機能性ポリマーなどを挙げることが
できる。
【００２５】
　上記の水不和合性有機溶媒と非水溶性ポリマーとの具体的な組み合わせの例としては、
例えばポリスチレン、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリア
ルキルシロキサン、ポリメタクリル酸メチルなどのポリアルキルメタクリレートまたはポ
リアルキルアクリレート、ポリブタジエン、ポリイソプレン、ポリ－Ｎ－ビニルカルバゾ
ール、ポリ乳酸、ポリ－ε－カプロラクトン、ポリアルキルアクリルアミド、およびこれ
らの共重合体よりなる群から選ばれるポリマーに対しては、四塩化炭素、ジクロロメタン
、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、キシレン、二硫化炭素などの有機溶媒を組み合わ
せて使用することができる。また、フッ素化アルキルを側鎖に持つアクリレート、メタク
リレートおよびこれらの共重合体よりなる群から選ばれるポリマーに対しては、ＡＫ－２
２５（旭硝子株式会社製）などのフッ化炭素溶媒、トリフルオロベンゼン、フルオロエー
テル類などの使用も良好な結果を与える。
【００２６】
　本発明では、水不和合性有機溶媒に溶解し得る非水溶性ポリマーを、同溶媒に対して０
．１ｇ／Ｌ～１０ｇ／Ｌに溶解して使用することが好ましい。ここで、溶液中の非水溶性
ポリマー濃度は、製造されるハニカム状多孔質体に求める特性、物性並びに使用する水不
和合性有機溶媒に応じて、適宜定めることができる。
【００２７】
　本発明を構成する別の工程は、上記工程１）で調製される非水溶性ポリマーの水不和合
性有機溶媒溶液を基板表面に塗布する工程である。ここで該基板表面の表面張力γＳは、
塗布される水不和合性有機溶媒の表面張力γＬならびに該基板と該溶媒との間の表面張力
γＳＬに対して、γＳ－γＳＬ＜γＬの関係を満たす。ここでγＳは基板表面の表面張力
を表し、γＳＬは基板と該溶媒との間の表面張力を表す。
 
【００２８】
　本発明の場合、非水溶性ポリマー溶液の水不和合性有機溶媒溶液を塗布する基板自体の
、用いられる水不和合性有機溶媒に対する濡れ性が、基板上に形成される液膜の厚みに影
響を与え得る。そのため、基板には、塗布される非水溶性ポリマー溶液の水不和合性有機
溶媒溶液との親和性が高いものであることが好ましく、具体的には、水不和合性有機溶媒
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の表面張力γＬを指標にして上記式で表すことのできる表面張力を示す表面を有する基板
を利用すればよい。そのような基板の好適な例としては、ガラス板、シリコン製板あるい
は金属板などを挙げることができる。
【００２９】
　また、水不和合性有機溶媒溶液との親和性を高めることのできる加工を表面に施した基
板の使用も可能である。この様な基板表面の濡れ性の改良は、基板と使用する水不和合性
有機溶媒に合わせて、自体公知の方法、例えばガラス製や金属製の基板に対してはそれぞ
れシランカップリング処理やチオール化合物による単分子膜形成処理方法などを利用する
ことができる。
【００３０】
　例えば、クロロホルムなどの疎水性有機溶媒を水不和合性有機溶媒として用いる場合の
基板としては、十分に洗浄されたＳｉ基板や、アルキルシランカップリング剤などで表面
を修飾したガラス基板などの使用が好ましい。また、フッ素系溶媒を用いる場合は、テフ
ロン（登録商標）基板、あるいはフッ素化アルキルシランカップリング剤などで修飾した
ガラス基板などの使用が好ましい。
【００３１】
　本発明では、上記に例示したような非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液を基板
に塗付して、同溶液の液膜を形成させるが、その際の液膜厚としては１μｍ～１００μｍ
、好ましくは３０μｍ以下とすることが望ましい。
【００３２】
　基板に非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液を塗付する方法としては、基板に同
溶液を滴下する方法の他、バーコート、ディップコート、スピンコート法などを挙げるこ
とができ、バッチ式、連続式の何れも利用することができる。
【００３３】
　本発明では、微細孔を有するハニカム状多孔質体を製造するという観点から、移動可能
な基板に非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液を塗付して液膜を調製する方法が好
ましい。例えば、概ね図３に示すような構造を有する装置を利用することで、かかる方法
を実施し得る。図３の装置は、所定の速度で図の右から左方向に移動可能な基板１と、基
板１上に設けた金属板２と、所定の相対湿度を有する空気を吹き付けるノズル３を有して
いる。ここで、金属板２は、所望の液膜厚に相当する間隙を伴って基板１の上に設置され
る。
【００３４】
　この装置では、非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液を塗付した基板１を金属板
の下側をくぐらせることで、基板１に塗付された液膜の厚さを基板１と金属板２との間隙
とほぼ等しい厚みへと調整することができる。また、金属板２と基板との間隙を調節して
基板上の液膜の厚みを変化させることによっても、ハニカム状多孔質体に形成させる孔の
径を制御することも可能である。基板１の移動速度は、０．１μｍ～１０ｍｍ／秒、特に
１～５ｍｍ／秒へと調節することが望ましい。
【００３５】
　この方法を用いると、基板上に形成されるハニカム状多孔質体を連続的に基板から回収
することができるので、本発明のハニカム状多孔質体の工業的生産方法としても有利であ
る。
【００３６】
　本発明を構成する工程の一つは、前記工程２）で基板表面に塗布された非水溶性ポリマ
ーの水不和合性有機溶媒溶液を相対湿度３０％以上の空気に接触させて水不和合性有機溶
媒を蒸発させる工程である。ここで溶媒の蒸発速度は非水溶性ポリマーの水不和合性有機
溶媒溶液の基板表面への塗布時の液膜厚が１秒以内に１／５にまで減少する速度である。
【００３７】
　従来法のように、非水溶性ポリマーの有機溶媒溶液を相対湿度の高い環境中に放置して
、該溶媒表面への結露と有機溶媒の蒸発を待つのでは、水滴の径を２００ｎｍ以下に制御
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することはできず、その結果、２００ｎｍ以下、特に１０～１００ｎｍの細孔を有するハ
ニカム状多孔質体を製造することはできない。
【００３８】
　本発明では、基板に塗布された非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液を相対湿度
が３０％以上である空気に接触させて水不和合性有機溶媒溶液を速やかに蒸発させるとと
もに、溶液表面で結露する水滴の成長を抑制して、ハニカム状多孔質体に２００ｎｍより
小さい孔、好ましくは１０～１００ｎｍの孔を設けるものである。
【００３９】
　これを実施する方法としては、基板上に塗布した非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶
媒溶液の液膜の面方向に対してほぼ平行ないし上方向に１０Ｌ（リットル）／分以上の空
気層の流れを形成して水不和合性有機溶媒を蒸発させる方法、不和合性有機溶媒の沸点未
満かつ液膜に接触する空気の露点未満で非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液が塗
布された基板を加熱（例えばベルチェ素子を用いて加熱）して水不和合性有機溶媒を蒸発
させる方法、あるいは不和合性有機溶媒の沸点ならびに液膜に接触する空気の露点を超え
ないような減圧下に基板に塗布された非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液をおい
て水不和合性有機溶媒を蒸発させる方法、等を挙げることができる。ここで、露点とは、
ある温度におかれた空気の中に含まれている水蒸気が飽和に達して凝結する温度をいい、
相対湿度と絶対温度に対して定まる値である。
【００４０】
　本発明の好適な例としては、基板に塗布された非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒
溶液の液膜に対してほぼ平行ないし上方向に相対湿度３０％以上の湿度を有する流速１０
～１００Ｌ／分の気流を発生させることである。気流の流速は、用いる水不和合性有機溶
媒の揮発度や基板に塗布された非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液の液膜の厚さ
に応じて適宜調製すればよいが、概ね１０Ｌ～１００Ｌ／分、好ましくは１０Ｌ～５０Ｌ
／分とすればよい。また気流は、基板に塗布された非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶
媒溶液の液膜に対して斜め上方向から、あるいは垂直方向から気流を当たるような配置で
は、気流による風圧によって液膜に歪みや亀裂が発生することもあり得る。その様な場合
には、気流は基板に塗布された非水溶性ポリマーの水不和合性有機溶媒溶液の液膜に平行
に、あるいは上方向に生じさせることが好ましい。この場合、気流はその上流からの陽圧
あるいは下流からの負圧の何れによって発生させても構わない。例えば、基板に向けて設
置したノズルから所定の空気を噴射しても、基板上部の空気を一方向から吸引しても、何
れでも良い。
【００４１】
　以下に実施例を示し、本発明の詳細を説明する。ただし、これらの実施例は何ら本発明
を限定するものではない。
【実施例１】
【００４２】
　フッ素樹脂化合物である下記式１の化合物（特開２０００－１４３７２６号）のＡＫ－
２２５溶液を１．０ｇ／Ｌの濃度で調製した。この溶液３０μＬをガラス基板上に滴下し
、これを相対湿度４０％を有する空気（流速１０Ｌ／分）に対して平行に置いた。
【００４３】
　溶媒は瞬時に（１秒以内に）蒸発し、垂直方向から目視観察して透明な薄膜を与えた。
この作製された薄膜中に形成された構造を走査型電子顕微鏡で観察を行った結果、孔径１
００ｎｍ以下のハニカム構造が形成されていることが観察された（図１）。さらに、エッ
ジ部分では最小２０ｎｍ程度の孔も観察された（図２）。
【００４４】
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【化１】

【実施例２】
【００４５】
　１００ｎｍ以下の孔径の細孔を有するハニカム状多孔質体の薄膜を連続製造するために
、図３に示す装置を組み立てた。図３の装置において、基板１は、フッ素化アルキルシラ
ンカップリング剤である１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ，パーフルオロオクチルトリクロロシラ
ン（アズマックス社）によって処理し、フッ素コート化した洗浄済みガラス基板を用いた
。また、金属板２を、基板１上に５０μｍの間隙を伴って設置した。
【００４６】
　実施例１と同じ有機溶媒溶液を塗付した基板１を図の右から左に向けて２ｍｍ／秒の速
度で移動させ、基板上の薄膜の厚みを５０μｍに調整した後、ノズル３から相対湿度４０
％を有する空気（流速１０Ｌ／分）を供給した。この方法により、１００ｎｍ以下の孔径
を有するハニカム状多孔質体が連続的に製造された（図４）。
【００４７】
　また、上記の方法において金属板２の位置を調整して液膜を７５μｍあるいは１００μ
ｍｎとすることで、１５０ｎｍの孔径（図５）ならびに２００ｎｍの孔径（図６）を有す
るハニカム状多孔質体を得た。
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【図５】

【図６】
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